
東京都弁護士国民健康保険組合

被保険者記号・番号及び枝番につきましては、次の方法で確認できます。

◇記号・番号は、世帯単位で付番されております。同世帯の組合員と家族は同じ記号・番号になります。
ただし、同世帯で別々に組合員として加入してる場合は、組合員ごとに記号番号が付番されております。

◇枝番は、個人ごとに付番される２桁の数字です。

◇保険者番号（133199）は、弁護士国保組合の番号です。個人ごとの番号ではありません。

【マイナ保険証をお持ちの方】

１．マイナポータルで確認

※ 事前にマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。

手順１：マイナポータルにログイン

マイナポータルのログイン方法について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/help/

手順２：メニューから「健康保険証」を選択

ログイン後、ホーム画面の「証明書」 ＞ 「健康保険証」を選択します。

iPhoneの場合の画面です。

ご利用のデバイスによって

一部異なる場合があります。

被保険者記号・番号及び枝番の確認方法

ご自分のマイナンバーカードが申請済みかどうかはマイナポータルで確認できます。申請
自体もマイナポータルから行うことができます。
以下の手順に従ってマイナポータルにログインしてご確認ください。

https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/help/


手順３：健康保険証の資格情報を確認

健康保険証の資格情報が表示されるので画面をスクロールして必要な情報を確認してください。

iPhoneの場合の画面です。

ご利用のデバイスによって

一部異なる場合があります。



２．資格情報のお知らせで確認

マイナ保険証をお持ちの方には弁護士国保から「資格情報のお知らせ」が交付されております。

【マイナ保険証をお持ちでない方】

資格確認書で確認

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方には、
弁護士国保から「資格確認書」が交付されております。


